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第１章 はじめに 

1. 公共施設再編事業の趣旨 

日野市（以下、本市）においては、高度経済成長期の急激な人口の増加や社会環境の変化に対応する
ため、昭和 30年代後半から 50年代を中心に多くの公共施設を整備してきました。その結果、現在、建
築後 30 年以上経過した施設が延床面積で約８割を占めています。今後、これらの公共施設が一斉に更
新時期を迎える「公共施設の老朽化問題」により、建物や設備の大規模改修、建替えが集中的に発生し、
大きな財政負担となってくることが懸念されています。限られた財源の中で、老朽化が進む公共施設の
これからを考えると同時に、今後の人口減少、少子高齢化による社会構造や市民ニーズの変化への対応
を考えていく必要に迫られています。 
本市では、公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進するため、「日野市公共施設等総合管理計画」を

平成 29 年（2017 年）3 月に策定し、今後予測される公共施設の更新のための財源不足への対応とし
て、公共施設の総量の縮減の目標値（縮減率：約 16％、縮減面積：約 5.6万㎡）を設定しています。し
かしながら、いかに市民サービスを維持しながら公共施設の縮減を実現していくか、また、いかに公共
施設の更新に充当可能な財源を確保していくかが検討不十分であったことから、「日野市公共施設等総
合管理計画」を令和 5 年（2023 年）3 月に改訂し、今後、施設総量の縮減という方策だけではなく、
施設類型単位での個別施設計画や施設再編に向けた個別再編計画の策定に全庁的に取り組み、施設総量
を縮減しつつも公共サービスは充実させていく「縮充」の発想を取り入れながら、長期的な視点に立っ
た公共施設マネジメントを推進する重要性を位置付けました。特に、公共施設が集積する特定の地域に
ついては、施設の老朽度や利用状況、人口動態、まちづくりの観点等を踏まえ、多様な市民意見等を聴
き取りながら、施設の複合化・多機能化・共用化等による集約や再配置に向けた検討を行っていくとし
ています。併せて、事業の実施にあたっては、民間活力の導入を積極的に検討し、公共施設に関する事
業の効率化や財源の確保に努めていくとしています。 
このことから、本市では、公共施設における老朽化の進行、今後の利用需要の変化、迫りくる維持管

理の限界という大きな課題への方策のひとつとして、新たに公共施設の再編事業に取り組み、100年後
も、もっと魅力あるまちであり続けられるよう、公共施設を未来の市民への負担として残すのではなく、
地域の魅力につながる新しい施設に生まれ変わらせることを目指していきます。 
 

2. 日野本町地区公共施設再編基本計画の目的 

本市では、「日野市公共施設等総合管理計画」に示したとおり、今後、公共施設の再編に関する検討を
進めるにあたり、市内で候補として考えられる再編モデル地区の整理及び再編事業の優先順位の検討を
行い、この結果を「日野市公共施設再編モデル基礎検討資料」として令和 5 年（2023 年）3 月にとり
まとめを行いました。そして、この基礎検討資料において、再編検討の優先順位が最も高い評価となっ
た日野第一小学校周辺エリア（以下、日野本町地区）の取り組みを、本市の公共施設再編のパイロット
プロジェクトと位置付け、公共施設の再編検討に取り組んでいくとしています。 
これを受けて、日野本町地区における効率的な公共施設の再編を推進するため、地域の将来像、各施

設の建物管理状況や稼働率、敷地の用途地域や建築条件による規制を整理しながら、施設集約案の基礎
的な検討を行い、この結果を「日野本町周辺地区公共施設複合化・多機能化検討業務報告書」として令
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和 6 年（2024 年）3 月にとりまとめを行いました。そして、この業務報告書において、日野本町地区
における集約化に向けた基本的な考え方として、現状の土地利用等の法規制に従うこと、建替えに際し
てスムーズな事業展開を図ること、住民ニーズや将来ビジョンを反映すること、複合化・多機能化等に
よる「縮充」を目指すこととし、5つの集約化パターンをイメージ化しています。 
これらの検討経過を踏まえたうえで、日野本町地区における公共施設再編事業のさらなる推進を図る

ため、令和６年度（2024 年度）から２か年をかけて、本市が保有する建築系公共施設のうち、日野本
町地区に立地する、中央公民館、中央福祉センター、ひの児童館、日野図書館、日野宿交流館、日野第
一小学校、生活・保健センター、旧・休日準夜診療所を対象施設とし、日野本町地区における公共施設
再編事業（以下、本事業）を実施するため、過年度検討の結果等を精査したうえで、多様な市民意見等
をきめ細かく聴き取りながら、「日野本町地区公共施設再編基本構想・基本計画」を策定するものとして
います。 
このうち、令和 7 年（2025 年）3 月に、本事業における複合化の方向性や、サービス提供のあり方

等を明確化することを目的とした、「日野本町地区公共施設再編基本構想」（以下、基本構想）をとりま
とめました。 
「日野本町地区公共施設再編基本計画」（以下、本計画）では、基本構想に基づき、建築計画、モデル

プラン、管理運営の考え方、概算事業費、整備スケジュール等をとりまとめ、再編事業の実施に向けた
基本的事項をとりまとめることを目的に策定するものです。 
なお、本計画の策定にあたっては、学識経験者、施設利用者の代表、関連分野の代表、地域団体の代

表、公募による市民等で構成する「日野本町地区公共施設再編基本構想・基本計画策定検討委員会」、庁
内の関係部長職で構成する「日野本町地区公共施設再編基本構想・基本計画策定庁内検討会議」、庁内の
関係課長職等で構成する「日野本町地区公共施設再編基本構想・基本計画策定庁内ワーキンググループ
会議」における協議、関係する各種協議会や審議会における協議、施設利用者らを対象とした「市民座
談会」等の実施、対象地区の小中学生を対象とした「小中学生 1,000人アンケート調査」の実施、民間
事業者への「サウンディング型市場調査」の実施、パブリックコメントに伴う「市民説明会」と「オー
プンハウス型説明会」の実施のほか、これらの検討状況をまとめた「日野本町地区公共施設再編基本構
想・基本計画策定かわら版」を定期的に発行し、本市の公式ホームページでの公表や日野本町地区の一
部自治会での回覧等を行うことにより、市民の皆様に広く情報発信を行い、また、市民の皆様から多様
な意見を聴き取ったうえで、とりまとめを行っています。 

 

3. 日野本町地区公共施設再編基本計画の背景と位置付け 

日野本町地区については、再編検討対象施設のほかにも市民の森ふれあいホールや市民の森スポーツ
公園等、多くの人が集まる場所や緑豊かな環境があります。また、甲州街道沿道には日野宿本陣等、地
区の北側には旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室があり、歴史・観光を踏まえた取り組みが実施され
ています。そして、最寄りの日野駅は、市民の交流施設や歴史・観光施設へ人々を導く、日野の玄関口
としての役割を担っています。平成 31年（2019年）４月に改訂した「日野市まちづくりマスタープラ
ン（2019-2040）」では、日野本町地区に関係するまちづくりの方針として、日野宿本陣を活かした甲
州街道沿道のにぎわいの創出・回遊性の向上、日野の玄関となる駅周辺のにぎわいと安らぎ空間の創出、
公共施設の再編・更新による交流の場づくり等が位置付けられ、特に本事業に関しては、公民館・図書
館等の公共施設の再編・更新により、子どもからお年寄りまで自由に過ごせる居場所や、人と人がふれ
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あい交流できる場をつくっていく方向性が示されています。 
本事業における再編検討対象施設について、築 60 年以上で耐用年数を過ぎている施設は、中央福祉

センター、日野図書館、日野第一小学校の 3施設、築 50年以上は、中央公民館、ひの児童館の 2施設、
残りの日野宿交流館、生活・保健センター、旧・休日準夜診療所の 3施設も築 30年以上となっていま
す。今後 10年以内には 6割以上の施設が耐用年数を超過する状態であり、建物の老朽化を原因とした
不具合が見られる施設もあります。また、設備も古く陳腐化しているため、安全面での問題があります。
なかでも、ひの児童館と日野第一小学校については、令和５年度（2023 年度）に実施した「公共施設
劣化状況調査」において、劣化が特に進行しており、今後の施設のあり方を含めた対応を検討する必要
があることが明らかになっています。さらに、段差の存在やエレベーターの未設置等、バリアフリー面
で問題を抱えている施設もあります。 
本事業に関わる主な検討経緯については、平成元年（1989年）及び平成５年（1993年）に、中央公

民館の建替え等を求める請願が市議会に提出され、ともに採択されたこと等を受け、本市は、平成 17
年（2005 年）３月に「中央公民館等建替調査事業に関する施設等の基本構想・基本計画」を策定しま
したが、その後の具体的な進展を図ることはできませんでした。また、平成 29年（2017年）3月策定
の「日野市公共施設等総合管理計画」を受けて、平成 31年（2019年）3月に「日野市公共施設等総合
管理計画モデル地区検討報告書（地域別モデルプラン案）」を作成し、中央公民館周辺地区、高幡不動駅
周辺地区、高幡台団地 73号棟跡地周辺地区の 3地区の公共施設の再編モデルプラン案を検討しました
が、こちらも、その後の具体的な進展を図ることができませんでした。 
このような経緯の中で、日野本町地区

における公共施設再編の大きな契機は、
令和 5 年（2023 年）3 月改訂の「日野
市公共施設等総合管理計画」において、
個別施設計画や個別再編計画の策定に全
庁的に取り組み、「縮充」の発想を取り入
れながら、長期的な視点に立った公共施
設マネジメントを推進していく重要性を
明確に示したこと、また、「日野市公共施
設等総合管理計画」の改訂と併せて作成
した「日野市公共施設再編モデル基礎検
討資料」において、老朽化した施設が集
積する日野本町地区を本市の公共施設再
編のパイロットプロジェクトと位置付け、本市において、公共施設の老朽化問題等への方策のひとつと
して、新たに公共施設の再編事業に取り組むことを政策的に決定したことです。このような流れを経て、
令和 6 年（2024 年）3 月作成の「日野本町周辺地区公共施設複合化・多機能化検討業務報告書」が、
本事業の推進に向けた具体的な第一歩となり、これを受け、令和 7 年（2025 年）3 月に、基本構想が
策定されています。 
本計画については、このような背景を確実に踏まえ、基本構想、及び上位関連計画等に掲げた方針や

「日野市公共施設等総合管理計画」に基づく各個別施設計画との整合を図ったうえで策定するものです。 
 

図 １.1 日野本町地区における再編の方向性 
（「日野市公共施設再編モデル基礎検討」より引用） 
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第２章 再編計画の考え方 

1. 再編対象施設 

（1） 再編対象施設の立地 

本事業における再編検討対象施設は、日野本町地区内に立地する建築系公共施設８施設とします。 
本計画においては、甲州街道より北側をまとめて集約拠点Ⅰ、南側をまとめて集約拠点Ⅱと呼び、敷

地Ａ～Ｅを下表のとおり定義します。 
このうち敷地Ａには、建築系公共施設以外に、福祉センター前児童遊園があります。 

 
表 ２.1 再編検討対象施設の一覧 

集約拠点Ⅰ 集約拠点Ⅱ 

敷地Ａ 
中央公民館 敷地Ｄ 日野第一小学校 
中央福祉センター 敷地 

Ｅ－１ 生活・保健センター 
ひの児童館 

敷地Ｂ 日野図書館 敷地 
Ｅ－２ 旧・休日準夜診療所 

敷地Ｃ 日野宿交流館 
 

 
図 ２.1 位置図  
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（2） 再編対象施設の位置付け 

本事業における再編検討対象施設の位置付け（設置目的）は、次の通りです。 
① 中央公民館 

実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向
上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的
（社会教育法第２０条）に、日野市公民館設置条例に基づき設置されています。 

② 中央福祉センター 
社会福祉のため各種福祉団体の連絡を図り個人又は家族の健全なる環境の増進を援助し、社

会福祉活動を推進することを目的に、日野市立福祉センター条例に基づき設置されている、福
祉センター（４館）のうち１館です。 

③ ひの児童館 
児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に資するため、日野市児童館条例に基づき設置さ

れている、児童の身近な地域センターである地域型児童館（７館）のうちの１館です（他に、
地域の子育て子育ち総合施設としての基幹型児童館３館があります）。 

④ 日野図書館 
図書その他の資料の収集及び提供を行い、市民の学習及び文化活動に資するため、図書館法

の規定により設置される図書館で、日野市立図書館設置条例に基づき設置されている、図書館
分館（６館）のうち１館です（他に、中央図書館があります）。 

⑤ 日野宿交流館 
観光資源である日野宿、甲州道中及び新選組等に関する資料並びにこれらの関連資料を展示

し、観光情報の案内及び広報普及活動をすることにより、地域文化の継承と発展に寄与すると
ともに、多世代の人々の交流、賑わいを促し、地域振興を図ることを目的に設置される施設
で、日野市立日野宿交流館条例に基づき設置されています。 

⑥ 日野第一小学校 
学校教育法に基づき設置される小学校で、日野市立学校設置条例に基づき設置されている小

学校のうちの１校です。 
⑦ 生活・保健センター 

市民生活の向上と住民自治の発展に関するセンター業務、及び市民の保健衛生と健康づくり
の推進に関するセンター業務を行う施設として、日野市生活・保健センター条例に基づき設置
されている施設です。 
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2. 再編計画の基本的な考え方 

（1） 「縮充」の実現 

① 「縮」：施設や機能の合理化によるコンパクトな施設づくりに取り組みます 
施設の複合化によるトイレや廊下、機械室等の共通設備、諸室等の合理化や、各施設が提供す

べき機能と複数施設共通で提供可能な機能に区分して、重複している機能や余剰な諸室等につい
て適正化を図ります。 

② 「充」：複合化や自由度の高い空間づくりによるサービスの向上に取り組みます 
施設の複合化による異なる機能同士の融合や、自由に使える多機能な諸室、空間の充実によって、

多世代が日常的に交流できる場所の創出や利用者の活動の活性化、お互いの活動が見えることによ
る利用者同士の交流機会の増進等を図ります。 

③ 行政のマネジメント改善：運用の効率化や高水準のサービス提供による「縮充」の具現化に取り
組みます 
行政の縦割りによる施設間でのサービスの重複や非効率な運用に対し、横串を通して検討するこ

とで、サービスの再編によって無駄を削減するとともに、運用の効率化による施設の利便性向上を
図ります。 

 

（2） だれもが使いやすい施設 

① ユニバーサルデザインやインクルーシブデザインの考え方に基づいて検討します 
だれもが使いやすい施設とするために必要な環境整備や案内表示等について工夫するとともに、

だれにとっても分かりやすく使いやすいサービスの提供について検討することで、施設の利便性向
上を図ります。さらに、高齢者や障害のある方等のために特別な経路や場所を用意するのではなく、
最初からだれもが同じ場所や設備を使えるようにすることによって、すべての利用者が快適に使え
る施設を目指します。 

② 多様な世代の利用促進につながる施策を検討します 
子ども向けのサービスやイベント等の拡充、社会人向け講座等の開講、高齢者同士の交流を促す

居場所づくり等、各年代のニーズにあわせた施策を検討するほか、多様な交流を促進できるような
イベント等の企画を検討することで、様々な世代や団体の利用促進を図ります。 

③ 交通アクセスの利便性向上を検討します 
施設周辺の道路等を含めたバリアフリー化や公共交通機関への働きかけ等によって、施設への公

共アクセスの向上を検討します。 
 

（3） 必要な機能を備えた、質の高い建築 

① 災害に強い施設となるように配慮します 
地震や水害、火災等の災害に強い施設となるように、建築計画において検討します。 

② 省エネルギー・環境負荷低減に配慮された施設となるように配慮します 
再生可能エネルギーの活用や空調負荷の低減等について、建築計画において検討します。 
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③ 周辺環境との調和について配慮します 
日野宿の歴史的な景観と調和した施設となるように、建築計画において検討します。 

④ 時代の変化への対応について配慮します 
利用者ニーズの変化に伴う用途や運用の変更、設備の更新等が容易に行える施設となるように、

建築計画において検討します。 
 

（4） 円滑な事業の実施 

① 事業用地はすべて市有地とし現状の法規制に従い、事業の確実な実現につなげます 
本事業を着実に実現させるために、不確実な条件を極力減らし、実現性の高い条件のもとで事業

を推進します。 
② スムーズな施設更新ができるように、建築計画や移転順序等を工夫します 

建物の配置や機能移転の順序等を工夫することで、事業期間中も必要なサービスの提供を継続さ
せるとともに、効率的な事業推進ができるように配慮します。 

③ 民間活力の活用による最適な事業手法の選択を検討します 
民間のノウハウを活用することで、業務の効率化によるランニングコストの削減や、提供される

サービスの質の向上等について検討します。 
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3. サービス提供の考え方とコンセプト 

（1） サービス提供の考え方 

サービスの棚卸しを行った結果、本事業ではサービスを「専門サービス」と「共用サービス」の２種
類に大別し、以下のような考え方で提供します。 

 専門サービス  
各対象施設が固有に提供するサービスで、サービスの提供にあたり施設の空間・機能

を必要とする場合、専用の機能・空間を確保するもの。 
 共用サービス  
複合化された各施設で共通的に提供するサービスで、サービスを提供する施設の機

能・空間は各施設で共用化するもの。 

各施設が「専門サービス」の提供に特化してサービス水準を向上させるとともに、複合施設に「共用
サービス」を提供する共通の空間である「複合施設共用空間」を設置し、滞在や活動の場を充実させま
す。また、生活・保健センター等で、複合施設共用空間の機能を一部補完することとし、共用サービス
を提供する場としての活用を検討します。 
 

 
図 ２.2 複合施設における機能配置のイメージ 
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（2） コンセプト 

「縮充」の実現をはじめとする再編の基本的な考え方を踏まえて、前節において施設面積の合理化（縮）
と、専門サービスの質の向上、利用者の目的にあわせた使いやすい空間（充）の両立を図るという再編
後のサービス提供の考え方を示しました。これらの考え方を表す本事業のコンセプトを、以下のとおり
設定します。 

 

 
本事業によって期待される効果（主に、縮充の「充」の効果）について、以下にイメージ（一例）を

示します。 

 
図 ２.3 期待される効果 

みんなの思い思いの活動が つながりを生み 未来をはぐくむ “場” 

 

〈コンセプトに込めた思い〉 
 目的にあわせて自由に過ごせる空間の提供により、みんなにとって居心地の良い“場”とする

ことを目指します。 
 これまで行われてきた活動の継続はもちろんのこと、再編事業を通じて複数の機能が集ま

り、混ざりあうことで、既存施設の枠に捉われない新たな使い方や、これまで交わることの
なかった多様な方々の新たな交流が生まれるなど、相乗効果が発揮される“場”とすることを
目指します。 

 障害の有無、年齢、性別、国籍等に関わらず、だれもが同じものを同じように使える、時代
の変化等によってニーズが変化しても、柔軟に適応できるなど、未来をはぐくむ新たな“場”
とすることを目指します。 
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4. 再編計画の概要 

（1） 集約拠点Ⅰへの複合施設の整備 

集約拠点Ⅰに位置する、中央公民館、中央福祉センター、ひの児童館、日野図書館、日野宿交流館に
ついては、各施設ともに老朽化やバリアフリー設備の不足等に伴う抜本的な施設改善が必要であること、
また上位関連計画（「日野市まちづくりマスタープラン（2019-2040）」、「日野市公共施設等総合管理計
画」等）において、複合化による施設再編が位置付けられていることを踏まえ、これらの機能が一体化
した公共複合施設（以下、複合施設）として改築（建替え）します。 
なお、複合施設に整備される中央公民館、ひの児童館、日野図書館、日野宿交流館は、それぞれの設

置条例に基づく現行の位置付け・目的を維持するものとします。 
 

（2） 集約拠点Ⅱにおける事業（日野第一小学校の改築等） 

集約拠点Ⅱに位置する日野第一小学校は、上位関連計画（「学校施設の長寿命化及び改築等の整備に
関する中長期計画」及び「新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画個別施設計画編」）に基づき、
基本的に単独での改築（建替え）を進めることとします。 
ただし、現在の建物を継続使用する生活・保健センター及び旧・休日準夜診療所とあわせ、集約拠点

Ⅰに整備される複合施設との機能分担を図ることで、日野本町地区全体の公共施設群として、一体的に
縮充を実現していくものとします。 

 

（3） 整備・活用と運用の方向性 

再編検討対象施設の整備・活用の方向性、運用の方向性は、下表のとおりとします。 
 

表 ２.2 整備・活用と運用の方向性 
 整備・活用の方向性 運用の方向性 

集約拠点Ⅰ 

中央公民館 
中央福祉センター 
ひの児童館 
日野図書館 
日野宿交流館 

・複合公共施設として改築 
（建替え） 

・２つの集約拠点全体で効率的
な機能分担を検討 

集約拠点Ⅱ 
日野第一小学校 ・単独での改築（建替え） 

生活・保健センター 
旧・休日準夜診療所 

・建物を維持管理 
（当面、改築はしない） 
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第３章 複合施設の施設計画 

1. 対象地の現況 

（1） 集約拠点Ⅰの現況 

敷地Ａの全部と敷地Ｂ及び敷地Ｃの北側は、低層住宅に関わる良好な住居の環境を保護する第一種低
層住居専用地域に指定され、建築物の用途の制限や建て方のルール等が厳しく設定されています。 
それに加え、敷地Ａは、甲州街道から少し奥まったところに位置し、四方を囲む道路幅員は、北側が

4.5～5.5ｍ、西側が 2.42～7.0ｍ、東側及び南側が 4.0～5.5ｍとなっています。また、北側には境界
に沿うように用水路が流れており、最大で 3.0m未満の浸水想定がなされています。 

 
図 ３.1 集約拠点Ⅰ（敷地Ａ～Ｃ）の用途地域図（下図：「日野市都市計画情報配信サービス」より引用） 

 
表 ３.1 集約拠点Ⅰ（敷地Ａ～Ｃ）の主な都市計画情報等 

敷地 
A B C 
－ 北側 南側 北側 南側 

敷地面積 4,922.98㎡（※１） 833.45㎡ 956.66㎡ 

用途地域 
第一種低層住居
専用地域 

第一種低層住居
専用地域 

近隣商業地域 
第一種低層住居
専用地域 

近隣商業地域 

建ぺい率 
容積率 

40/80 40/80（※２） 80/200 40/80 80/200 

日影規制 
（一） 
３h，２h，1.5ｍ 

（一） 
３h，２h，1.5ｍ 

（一） 
４h，2.5h，４ｍ 

（一） 
３h，２h，1.5ｍ 

（一） 
４h，2.5h，４ｍ 

高度地区 第一種高度地区 第一種高度地区 第二種高度地区 第一種高度地区 第二種高度地区 
建築物の 
高さ限度 

10ｍ 10ｍ － 10ｍ － 

防火 
準防火 

指定なし 
（法22条区域） 

指定なし 
（法22条区域） 

準防火地域 
指定なし 
（法22条区域） 

準防火地域 

浸水想定 3.0ｍ未満 1.5ｍ未満 1.5ｍ未満 
※１：福祉センター前児童遊園 177㎡を含む  ※２：角地緩和あり  
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（2） 施設計画上の課題 

公共施設再編にあたっての課題について、以下のとおり整理します。 
① 利用状況について 
・ 対象施設の中には稼働率の低い諸室があるため、適切な施設規模の設定に際しては、各施設の

利用状況を踏まえた諸室数や面積の設定に加えて、新たなニーズを踏まえた諸室構成を検討す
る必要があります。 

・ 貸室機能のある各施設は現在、「午前・午後・夜間」の 3 枠制で室の貸し出しを行っています
が、短時間での利用の場合、枠内の残り時間は空き室となってしまうため、実態にあった貸出
方法を検討する必要があります。また、施設の利用目的によって利用形態や利用料金が異なっ
ており、利用に不均衡が発生しています。 

・ 施設ごとに貸室やイベント等の予約の仕組みが異なるため、利用者の利便性向上のために仕組
みの改善について検討する必要があります。 

② まちづくりの位置付けについて 
・ 本市の玄関口として、日野宿本陣と公益施設を活かし、歴史的な街並みの保全・創出に配慮し、

甲州街道のにぎわいの創出・回遊性の創出が望まれます。 
・ 公共施設の再編・更新により、安心して心地よく過ごすことができるような都市機能の充実、

住民や来訪者等、人と人とがふれあい交流できる場として地区を育てることが望まれます。 
③ 敷地について 
・ 建築基準法により、敷地 Aには、広域公民館（現：中央公民館）や売店（現：日野宿交流館内

の売店）は建築できません。また同様に、老人福祉センター（現：中央福祉センター）と児童
厚生施設（現：ひの児童館）を建築する場合は、建物の延床面積を 600㎡以下にする必要があ
ります。 

・ 東京都安全条例により、敷地 A に 400 ㎡を超える自動車駐車場を整備する場合は、道路幅員
を 6m以上とする必要があるため、敷地 Aの東側及び南側道路のセットバックに加えて、敷地
Cの一部を道路移管する必要があります。 

・ 敷地Ａの公共用地の管理境界が一部未確定となっているため、施設整備段階までに解消する必
要があります。 

・ 集約拠点Ⅰの大部分が浸水想定区域となっているため、浸水対策について十分に検討する必要
があります。 

④ 建物について 
・ 対象施設の中には耐用年数を経過している施設や、建物の構造躯体の健全性が低下している施

設があるため、改築を含めた老朽化・耐震対策の必要があります。 
・ 建物の老朽化による雨漏りや外壁等の劣化、設備の不具合等が見受けられるほか、設備の古さ

や陳腐化によって使い勝手や安全面で問題が見受けられます。 
・ 対象施設の中にはエレベーター等の設置がなく、バリアフリー化が進んでいない施設もあるた

め、だれもが利用しやすい施設となるように配慮する必要があります。 
・ ひの児童館は、施設に関する現行の設置基準等へ適合させる必要があります。 
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2. 施設計画の考え方 

（1） 複合施設の建築計画に関する方向性 

複合施設の建築計画に関する主な方向性は、様々な協議等の結果、次の通りとします。 
① 敷地 A複合施設について 
・ 複合施設の延床面積は、2,000㎡程度とします。 
・ 2階建て複合施設に、「ひの児童館」と「日野図書館」を配置します。 
・ サイレントコントロールの観点から児童館と図書館は別フロアとします。また、利用者層等の

与条件を踏まえて、主なフロア分けとして、利用者数が多く、多様な利用者の利用が想定され
る図書館を１階に、主な利用者が子どもとなり、安全性の観点から独立した空間を確保する必
要のある児童館を２階に配置します。 

・ 2階へ配置する児童館への専用動線を確保するため、屋外デッキと外部階段を設置し、児童館
利用者が屋外空間に容易にアクセス出来るようにします。また、デッキの軒下空間については
有効活用を検討します。 

・ 両施設は、共用部（共用貸室・オープンスペース）との連携により、各機能を充実します。 
・ 敷地 B の複合施設との相互利用促進及び多様な交流を誘導するため、以下の機能を敷地 A に

配置します。 
 陶芸窯（実習・保管を含む） 
 調理実習室 
 保育室 
 利用者用貸しストレージ 

② 敷地 B複合施設について 
・ 2階建て複合施設に、「中央公民館」と「日野宿交流館」を配置します。 
・ 複合施設の延床面積は、1,000㎡程度とします。 
・ 主なフロア分けとして、1階に交流館、2階に公民館を配置します。 
・ 日野宿交流館は甲州街道沿いに配置します。 
・ 地元自治会の集会機能及び各種イベント用として、1階に多目的室を配置します。 
・ 両施設は、共用部（共用貸室・オープンスペース）との連携により、各機能を充実します。 

③ 敷地 Cについて 
・ 建物は建築せず、駐車場と歩行者空間を配置します。 
・ 駐車場は、各種イベントで活用できる設えとします。 
・ 日野宿本陣の活用を踏まえ、その駐車場機能を敷地Ｃへ移設することを検討します。 
・ 歩行者空間は、敷地 Aと敷地 Bの回遊性及び敷地 Aと敷地 Cの連続性が創出される設えとし

ます。 
④ 複合施設全体について 
・ 防音対応室を、敷地 A に隣接で 2 室以上（音楽室を含まず）、敷地 Bに 1室以上配置します。 
・ 事務室は、複合施設管理者となる生涯学習支援課の職員が、敷地 A、敷地 Bにそれぞれ配置で

きる空間（事務室）を整備します。なお、今後、フリーアドレス等の可能性を検討します。 
・ 共用部（共用貸室・オープンスペース）は、子どものニーズへの対応として、談話、喫食、自



第３章 複合施設の施設計画 

14 

習などが可能な空間とします。 
・ 延床面積は、計 3,120㎡以下（日野市公共施設等総合管理計画に定める縮減目標マイナス

16％）※を目指します。 
 
※複合化の有無による想定延床面積の比較 
「単体改築」とした場合、バリアフリー化や各施設の現行基準への適合等によって、延床

面積の増加が想定されます。一方で、「複合化＋改築」とした場合、トイレや機械室等の設備
の共通化等によって、これまでの機能を維持しながら延床面積を縮減させることが期待され
ます。 

 

図 ３.2 複合化の有無による比較 
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（2） 複合施設に求める性能 

① 建築デザイン・外構デザイン 
・ 敷地 Cを駐車場とすることで、日野宿本陣側より甲州街道を挟んで視線が抜け、日野宿と一体

となった空間が形成されることで、日野宿本陣や宿場町の雰囲気を残した、日野本町地区の風
景の一部となるようなデザインとします。 

・ 日野本町地区の風景の一部（次ページ参照）を形成するような、建物外観や外構デザインとし
ます。 

② バリアフリー・ユニバーサルデザイン 
・ 敷地内・施設内の段差をなくし、子どもや高齢者、車椅子利用者などだれもが安全に利用でき

るようにします。 
・ 高齢者や障害のある方等のために特別な経路や場所を用意するのではなく、最初からだれもが

同じ場所や設備を使えるようにします。 
・ 案内表示（サイン）については、だれもが目的の場所にアクセスできるよう、感覚的に分かり

やすいピクトグラム（絵文字）を用いて計画的に配置します。 
・ 敷地 A・敷地 B複合施設内で行われているイベントや講座等がわかり、参加や交流を促進する

案内板（デジタルサイネージ）を設置します。 
③ 省エネルギー・脱炭素 
・ 令和 4 年（2022 年）11月に発出した「日野市気候非常事態宣言」等に基づき「カーボンニ

ュートラルシティ HIN0」を先導する事業とします。 
・ 建物の断熱性の向上や高効率設備等、最新の省エネルギー技術を導入し、屋上に太陽光パネル

を設置するなど、創エネルギー装置を導入します。 
・ 「日野市公共建築物環境配慮指針」に基づき、建物の省エネルギー技術と創エネルギー技術を

組み合わせるほか、供給する電力に再生可能エネルギーを活用することによって、建物の環境
性能向上を図ります。具体的には、基準一次エネルギー消費量の 50％以上の削減を基準とす
る、ZEB Ready 認証の取得を目指します。 

・ 施設利用者等の環境意識の高揚を図るため、再生可能エネルギーの発電量等、環境に関する情
報を、館内のサイネージ等に表示します。 

④ 防災 
・ 災害発生時、施設利用者が建物内に一時的に滞留できるようにオープンスペースを計画し、そ

の後は必要に応じて近隣の避難所・避難場所へ誘導するようにします。 
・ 敷地 A内にある防火水槽を同じ敷地内で移設・更新することで、近隣の火災に対する備えを維

持します。 
⑤ ライフサイクルコストの低減 
・ 長寿命・高耐久かつ汎用性やメンテナンス性の高い材料・設備機器を選定し、維持管理のしや

すい建物とします。 
・ 将来的な用途変更が生じた際も、最小限の費用で対応できるよう、間仕切り壁の仕様や設備機

器等に配慮し、改修しやすい建物とします。 
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コラム：日野本町地区の風景（デザインの参考） 
 
  ・ 日野本町地区には、本市の有形文化財及び

東京都の史跡に指定されている本陣建築
である日野宿本陣（写真①）が現存し日野
宿本陣を中心に宿場町の雰囲気を残した
風景が形成されています。 

・ 江戸時代、甲州街道に日野宿が設置された
理由の一つに、日野用水の存在があったと
され、用水は生活用水や防災用水などに使
われていました。 

・ 歴史ある日野宿の街並み再生をめざし、平
成 18年（2006年）に日野宿再生計画がつ
くられ、その計画に基づき大昌寺から第一
小学校脇まで、暗渠だった用水路を再び開
渠としました。市民の要望により水辺の植
物を愛で、生きものも観察できるよう水際
まで下りられる親水広場（写真②）が整備
されたほか、日野第一小学校には水車が設
置されています（写真③）。 

・ また、日野宿の路地（通称：あいの道）（写
真④）や大昌寺参道（写真⑤）など、地域
住民の憩いの場となる風景が形成されて
います。 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 写真⑤ 
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3. 複合施設の建築計画 

（1） 各機能の諸室構成及び想定床面積 

各機能の諸室構成及び想定床面積は、現状の機能及び再編後のサービス提供の考え方を踏まえ、以下
の通りとします。 

表 ３.2 諸室構成及び想定床面積 
◇敷地 A複合施設 

 

階数 施設区分 室名 面積 計画の考え方

開架書架・閲覧スペース 300㎡
・歩行者と車椅子使用者がすれ違えるように、書架間隔を1.2ｍ以上と
します。
・閲覧スペースを適宜設けます。

読み聞かせコーナー 10㎡
・4名程度が利用できる読み聞かせスペースを開架書架・閲覧スペース
に併設します。

カウンター 35㎡
・職員8名程度の利用を想定した規模とします。
・利用者の入退館が管理できる場所に配置します。

事務室 30㎡ ・職員5名程度の利用を想定した規模とします。

調理実習室 90㎡
・30名程度の利用を想定した規模とします。
・屋外広場や１階オープンスペースとの連携がしやすい位置へ配置し
ます。

多目的室７、８ 60㎡ ・それぞれ20名程度が利用できる規模とします。
一時預かり室 30㎡ ・職員と子どもを合わせて10名程度が利用できる規模とします。

事務室・総合受付 35㎡
・施設の総合受付を兼ねた事務室とします。
・9名程度の職員が利用できる規模とします。

更衣室（2室） 10㎡ ・職員用の更衣室を2室設けます。

オープンスペース 180㎡
・テーブルや椅子等を設け、利用者が自由に利用できる空間としま
す。

所管課倉庫 10㎡ ・各所管課用の倉庫を設けます。
給湯・授乳室 10㎡ ・子ども連れの利用者へ配慮し、給湯室には授乳室を併設します。

トイレ 45㎡

・各階へ男女別のトイレを設けます。
・各建物の１か所以上にはオストメイト等を備えた多機能トイレを設
置します。
・多機能トイレ内にはユニバーサルベッドの設置を検討します。

遊戯エリア 120㎡ ・50～60人程度の利用を想定した規模とします。
図書エリア 50㎡ ・図書に親しめる図書エリアを遊戯エリアに併設します。
相談室 10㎡ ・個別相談等の対応が可能な児童館専用の相談室を設けます。
事務スペース 20㎡ ・職員5名程度の利用を想定した規模とします。
倉庫 10㎡ ・児童館の備品や遊具等を収納する専用倉庫を設けます。

音楽室 20㎡
・5名程度の利用を想定した規模とします。
・音楽用途のため、防音機能を持たせます。

多目的室１～５ 30㎡ ・それぞれ10人程度の利用を想定した規模とします。
多目的室６ 60㎡ ・20人程度の利用を想定した規模とします。
多目的室９、１０ 90㎡ ・それぞれ30人程度の利用を想定した規模とします。
オープンスペース 200㎡ ・1階と同様
貸しストレージ 20㎡ ・利用者用の貸しストレージ（棚やロッカーを想定）を設けます。
所管課倉庫 20㎡ ・各所管課用の倉庫を設けます。
トイレ 45㎡ ・1階と同様
給湯・授乳室 10㎡ ・1階と同様

１階

日野図書館

複合施設共通

２階

ひの児童館

複合施設共通
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◇敷地 A別棟 

 

◇敷地 B複合施設 

 
※各室等の床面積は基本計画時点での想定です。実際の設計において変動します。 

 
それぞれの機能別の諸室設定の考え方については、以下の通りです。 
 
① 日野図書館（敷地 A複合施設） 
・ 現在の図書館と同等程度の蔵書量とし、床面積についても、廊下やトイレ等を除いた専門サー

ビス部分について現状同等を確保します。 
・ 現在の図書館の書棚はバリアフリーの観点から課題がありますが、書架を充実させるなどし、

市内他の図書館を参考に安全を十分に考慮した段数とします（車椅子利用者の手の届かない範
囲は、職員による補助を行います）。 

・ 児童書コーナーの面積を拡大し、読み聞かせコーナー（10㎡）を設置します。読み聞かせコー
ナーでは小規模な読み聞かせ会を開催し、規模の大きなものは複合施設共用貸室を利用するな
ど、使い分けを行います。 

・ 一定数のブラウジングコーナー（机等）を用意しますが、静粛性を必要とする調べ物などに活

階数 施設区分 室名 面積 計画の考え方

別棟 複合施設共通 陶芸室 20㎡
・既存施設と同様に、屋外に陶芸窯を設けます。
・乾燥のための場所や倉庫を併設します。

階数 施設区分 室名 面積 計画の考え方
展示室 100㎡ ・新選組・日野宿に関する史資料を展示します。
図書コーナー 10㎡ ・新選組に関連した図書なども設置します。
物販・観光コーナー 20㎡ ・地区内での機能のあり方は引き続き検討します。
収蔵室 15㎡ ・展示の入れ替え等を行う作業スペースを兼ねた収蔵室を設けます。
倉庫 10㎡ ・日野宿交流館専用の倉庫を設けます。

事務室 30㎡
・職員8名程度が利用できる規模とします。
・公民館職員と公民館利用者が日常的に顔を合わせられるように、敷
地Bに設けます。

倉庫 15㎡ ・中央公民館専用の倉庫を設けます。

多目的室１１ 90㎡
・30名程度が利用できる規模とします。
・地元自治会や各種イベント等における利用を想定して１階に設けま
す。

オープンスペース 40㎡ ・敷地A複合施設と同様
給湯室 10㎡ ・公民館利用者へ配慮し、簡易な調理機能を併設します。
トイレ 35㎡ ・敷地A複合施設と同様

多目的室１～４ 60㎡
・20人程度の利用を想定した規模とします。
・中央公民館専用とします。

多目的室５ 30㎡
・10人程度の利用を想定した規模とします。
・中央公民館専用とします。

多目的室６ 15㎡
・5人程度の利用を想定した規模とします。
・中央公民館専用とします。

倉庫 10㎡ ・中央公民館専用の倉庫を設けます。
オープンスペース 65㎡ ・敷地A複合施設と同様
給湯室 10㎡ ・1階と同様
トイレ 35㎡ ・敷地A複合施設と同様

１階

日野宿交流館

中央公民館

複合施設共通

２階

中央公民館

複合施設共通
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用するものとして、一般の読書などは複合施設共用空間も利用可能とします。 
② ひの児童館（敷地 A複合施設） 
・ 現行の児童館の基準に適合させるため、床面積を拡大するとともに、遊戯エリア・図書エリア・

相談室等を設けます。 
・ 遊戯エリアと図書エリアは隔壁などで区切らず、オープンな空間として多様な遊びができるよ

うにします。 
・ 図書エリアには、まんがや児童書の配架に加え、図書館と事業等の連携を図ります。 

③ 中央公民館（敷地 B複合施設） 
・ 現在の中央公民館と同等の床面積を確保します。 
・ 定員 20 名の多目的室を基本として配置し、一部の室間についてはパーティション等で区切っ

て大人数のニーズに対応するほか、定員 10 名と 5 名の少人数対応の室も 1 室ずつ設けます。 
・ 公民館職員が常駐する事務室を１階に設けます。 

④ 日野宿交流館（敷地 B複合施設） 
・ “新選組のふるさと”の立ち位置から、市内外からの来訪者に新選組に関する情報発信を行う役

割を担う施設として、新選組・日野宿に関する史資料の展示を主たる機能とします。 
・ 新選組のふるさと歴史館との役割分担において、新選組に関する貴重史資料・借用史資料の展

示は新選組のふるさと歴史館で行い、日野宿交流館では貴重史資料のレプリカなど、気軽に歴
史を楽しめる空間を目指します。 

・ レプリカ・パネル・映像を中心とした展示としつつ、一部実物の史資料の展示にも対応できる
よう、エアタイトケースの設置に対応した設備を設けます。 

・ 日野図書館と連携し、日野図書館に収蔵している新選組関連図書の一部を配置します。 
 

  

写真左：「天然理心流奉納額」（複製） 安政５年（1858年）８月･･･日野市の八坂神社にある天然理心流の奉納額。

近藤周助の日野宿在住門人たち 23名と島崎勇（近藤勇）、沖田惣次郎（沖田総司）の名が記されている。 

写真右：「佐藤彦五郎日記」「スナイダー銃」「四斤山砲の弾丸」「東海道先鋒総督府附会計方御触写」「戊辰日記（写

本）」 
図 ３.3 展示物の一例 
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⑤ 複合施設共用空間-共用貸室 
・ 多様な活動に対応できる共用貸室を設けます。 
・ 現中央福祉センター及び現日野宿交流館の貸室、現ひの児童館の音楽室、自習室、現中央公民

館の調理実習室について、多目的に利用できる共用貸室として敷地 A 複合施設に配置します。 
・ 音楽室とは別に、防音対応の室を設けます。 
・ 敷地 B 複合施設の 1 階へ共用貸室を設け、地域活動のスペースとしても利用できるようにし

ます。 
⑥ 複合施設共用空間-オープンスペース 
・ オープンスペースは、敷地 A複合施設、敷地 B複合施設の各フロアに配置します。 
・ 歓談、読書、学習（自習）、展示（発表）、１人で静かに過ごすなど、１人からグループまで、

各人が思い思いに利用できるよう、様々な設備・家具・備品を配置します。 
・ 基本的な機能は共通として、使い方に大きな差が出ないようにしながら、施設の配置やフロア

毎の利用者の特性に応じた個性を持たせるようにします。 
・ だれもが安全かつ快適に利用できるように配慮します。 

⑦ その他共用部 
・ 敷地 A複合施設に子どもの一時預かりに対応した一時預かり室（保育室）を設けます。 
・ 各複合施設の各階に他機能トイレを設けるほか、敷地 A複合施設の各階には授乳に対応した

給湯・授乳室を設けます。 
 

コラム：オープンスペースの使い方（事例） 
  ◆くにたち未来創造拠点 矢川プラス（東京都国立市） 

・ 子育てひろば、幼児教育センター、児童館、スタジオ、
多目的ルームなどを備えた複合施設です。 

・ 1階部分のオープンスペースには、様々なタイプの机・
椅子が並んでおり、小さい親子連れのグループがお弁
当を食べたり、高齢者のグループが囲碁に興じたりし
ています（写真①）。 

・ 2 階の吹抜部分にはカウンタータイプの机・椅子が設
置されており、自習やモバイルワークなどで利用でき
るようになっています（写真②）。 

  

◆まちなか交流センター くるる（栃木県那須塩原市） 
・ 室間の壁面に設置されたピクチャーレールに製作物

等を展示できるようになっており、オープンスペース
を使って作品の発表の場がつくられています（写真
③）。 

写真① 

写真② 

写真③ 
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※再編前後での床面積（専門＋共用サービス部分）の比較 
各施設の専門サービス部分の床面積は、原則として現状同等程度を確保します。加えて、複合施設

共通の空間としてオープンスペース等の共用サービス部分を拡充することによって、施設全体として
サービスの充実を図ります。 

 

図 ３.4 再編前後での床面積（専門＋共用サービス部分）の比較 
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（2） ゾーニング計画 

① 建物のゾーニング計画 
建物のゾーニングについては、敷地の活用における自由度（建物、屋外空間等）、施設の利便性（施

設間の移動、連携）、施設の複合化による「縮充」の効果、敷地周辺との調和（圧迫感、騒音等の影響）
の 4つの観点から、以下の 4パターンについて比較検討を行いました。 

 
◇パターン A      ◇パターン B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇パターン C      ◇パターン D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 ３.5 ゾーニングパターン 
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◇各パターンの比較 
表 ３.3 各パターンの比較 

 
４パターンの比較検討の結果、敷地を効果的に活用でき、かつ現状通り集約拠点Ⅰ内で改築を行うパ

ターン Aを有力案とします。 
パターン A の特徴として、敷地 A の建物南側へまとまった広場空間を確保できることで建物と屋外

空間の一体的な活用が期待されるとともに、南側広場と敷地 Cの一体的な活用による自由度の高い計画
が可能であることが挙げられます。 
 
② 駐車場計画 
駐車場については現状の駐車台数のうち、利用者向けの駐車台数を一定数確保することを目的に、

40台程度を確保するものとします。 
◇現状台数 

敷地 A：42台（日野市社会福祉協議会用の
12台分を含む） 
敷地 B：8台 
敷地 C：約 25台 

◇計画台数 

敷地 A：15台程度 
敷地 B：1台程度 
敷地 C：25台程度 

※基本計画時点での想定です。実際の設計に
おいて変動します。 
 

 

 

 

図 ３.6 駐車場配置の考え方 
 

駐車場については、出入庫ゲート等による管理を行い、施設利用者は一定時間の無料処理を行います。 
また、敷地 Cに設置する駐車場は、日野宿本陣の活用を踏まえ、その駐車場機能を兼ねることを検討す

るほか、ひの新選組まつりなど大規模なイベント開催時にはオープンスペースとしての活用を検討します。 
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（3） 施設配置計画 

これまでの検討結果に基づき、以下にモデルプランとして施設配置計画のイメージを示します。 

 
※本図はモデルプランとして示すものです。実際の設計において細部も含め検討します。 

また、ローリング（建替え）計画によって、建物形状・位置が変動する可能性もあります。 

図 ３.7 施設配置計画（イメージ） 
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（4） 平面計画 

これまでの検討結果に基づき、以下にモデルプランとしての平面計画のイメージを示します。 
 

① 敷地 A複合施設 

 
※本図はモデルプランとして示すものです。実際の設計において細部も含め検討します。 

 
図 ３.8 敷地 A複合施設平面計画（モデルプラン） 
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② 敷地 B複合施設 

 
※本図はモデルプランとして示すものです。実際の設計において細部も含め検討します。 

図 ３.9 敷地 B複合施設平面計画（モデルプラン） 
 

（5） 外部（外構）計画 

外部空間の計画は、以下の通りとします。 
・ 敷地 A複合施設の南側に広場、車路を設けます。 
・ 広場は子どもたちが安全に遊べるような材質として空間を十分に確保するとともに、遊具や防

球ネット等の設置と併せて、現在の児童遊園の機能充実を図ります。また、だれでも気軽に体
を動かすことができる健康遊具の設置も検討します。 

・ 広場と児童館を接続する屋外テラス（外部階段）を設け、子どもの外遊びへ配慮します。 
・ 屋外テラス（外部階段）の下部空間にステージ等を設け、イベントの開催に対応できるように

します。 
・ 敷地 A複合施設に近接した位置へ車椅子用駐車場を設け、複合施設とのエントランスまで雨に

濡れずに移動できるよう、屋根等を設けます。 
・ 建物側にオープンスペースを設け、読書をする空間としての活用するほか、利用者の多い週末

やイベント時にキッチンカーを入れられるように、併せて必要なインフラ（水道、電気等）を
整備します。 

・ 敷地 A北側のイチョウの木をシンボルツリーとして残します。他の植栽については、現存する
植栽を活かしつつ、日野本町地区の風景を形成する一部として、適切な樹種等を選定します。 

・ 平和都市宣言塔を敷地内の適所において更新します。 
・ 現在のひの児童館南側に埋設されている防火水槽について敷地 A内で移設・更新します。 
・ 敷地 A北側に隣接する日野用水を活用し、敷地内への親水空間の整備を検討します。  
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図 ３.10 敷地 A北側のイチョウの木 

 

（6） ローリング（建替え）計画 

建物の解体及び建替えの計画は以下を想定します。 
① 中央公民館及びひの児童館前の防火水槽を解体します。中央公民館の機能は中央福祉センタ

ーに仮移転します（なお、中央福祉センターは中央公民館の解体までに、用途廃止とします）。 
② 解体された中央公民館跡地に敷地 A複合施設を整備します。 
③ 敷地 A複合施設の竣工後、日野図書館・ひの児童館を移転し、敷地 Aのひの児童館及び敷地

Ｂの日野図書館を解体します。 
④ 日野図書館跡地に敷地 B複合施設を整備します。 
⑤ 敷地 B 複合施設の竣工後、中央福祉センターに仮移転していた中央公民館及び日野宿交流館

を移転します。 
⑥ 敷地 Aの中央福祉センター、敷地 Cの日野宿交流館を解体し、外構・駐車場の整備及び防火

水槽の移設を行います。 
 
ただし、この計画には以下の課題があります。 
・ 敷地 A複合施設の整備は敷地北側から行うこととなり、工事期間中の工事車両の出入りによっ

てひの児童館の外部動線の安全性に課題があるほか、日野第一中学校側に工事車両が集中する
ことから、同校の通学の際に影響が及ぶ可能性があります。 

・ 敷地 A複合施設の工事を敷地北側から行う場合、シンボルツリーであるイチョウの木が工事の
支障となる可能性があるほか、近隣に資材置き場となるような場所を確保することが難しく、
工事費の増大や工事期間が長くなることが想定されます。 

・ 公民館機能を中央福祉センターに仮移転させた場合、工事期間中の騒音・振動により利用に影
響が出ることが想定されるほか、低騒音工法を採用した場合は工事期間が長くなることが想定
されます。 

このため、上記の課題に対応しつつ、再編事業の基本方針に示す「事業期間中も必要なサービスの
提供を継続させる」ため、工事期間中の代替のサービス提供場所を確保することを前提に、敷地 Aの
ひの児童館及び中央福祉センターの先行解体と合わせて、甲州街道側に工事車両の出入口及び資材置
き場を確保するため、敷地 Cの日野宿交流館の先行解体の可能性を継続検討します。  
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（7） 整備イメージ 

 

図 ３.11 集約拠点Ⅰの整備イメージ（甲州街道側からの鳥瞰イメージ） 

  

 

 

※各イメージは現時点でのモデル案であり、今後の設計等で変更の可能性があります。 
 

  

図 ３.12 敷地 A複合施設の整備イメージ 
(１階オープンスペース) 

図 ３.13 敷地 B複合施設の整備イメージ 
(２階オープンスペース) 
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第４章 管理運営計画 
施設の管理・運営に関する基本的な事項を以下に示します。 
 

1. 管理運営の基本方針 

（1） 開館日・開館時間 

・ 開館時間及び開館日は、原則として現在の各施設と同様とします。 
・ これまで、月曜日を休館日としていた日野宿交流館は、観光交流施設としての利用促進を目的と

して新たに月曜日を開館日として設定し、年末年始、設備点検等の臨時休館日を除いて無休とし
ます。 

・ 共用貸室・オープンスペースについては、年末年始、設備点検等の臨時休館日を除いて無休とし
ます。 
 

表 ４.1 開館日・開館時間  
施設・機能 開館時間 

開    閉 
主な休館日 
（案） 考え方 

敷
地
Ａ
複
合
施
設 

日野図書館 10:00 
19:00 
（火～金） 
17:00 
（土日祝） 

月曜日 
年末年始 

現在と同じ開館時間、開館日
とします。 

ひの児童館 9:30 18:00 日曜日・祝日 
年末年始 

現在と同じ開館時間、開館日
とします。 

共用部（共用貸室・オ
ープンスペース等） 9:00 21:30 年末年始 

臨時休館日 

敷地Ａ複合施設及び敷地Ｂ複
合施設１階の各共用部につい
ては、各機能の開館日、開館時
間に依らず常時開館としま
す。 

敷
地
Ｂ
複
合
施
設 

日野宿交流館（展示）   9:00 17:00 年末年始 
臨時休館日 

新選組や日野宿の情報発信機
能を促進するため、月曜日を
新たに開館日として設定しま
す。 

中央公民館 9:00 21:30 月曜日・祝日 
年末年始 

現在と同じ開館時間、開館日
とします。 

  

生活・保健センター 
（貸館事業） 9:00 21:30 月曜日 

年末年始 
現在と同じ開館時間、開館日
とします。 
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（2） 施設の予約単位（貸館対象施設） 

・ これまでの中央公民館や中央福祉センターといった貸館施設の予約単位は、午前・午後・夜間の
3区分となっており、実際の利用時間に対して貸出時間が長く、実際には空いている時間帯が発
生することで、利用者の利用機会損失が発生しています。 

・ 特に午後（13:00～17:00）の利用時間枠が長く、利用機会損失が発生しているものと思われる
ため、予約の区分を改定することでこれを解消する時間設定を行うことを検討します。 

 
表 ４.2 開館日・開館時間 

 

（3） 利用料金の考え方 

・ 使用料を徴収する施設・機能は以下の通りです。 
① 中央公民館･･･社会教育以外の目的に利用する場合に限り有料 
② 生活・保健センター（貸館施設） 
③ 複合施設共用貸室 
④ 利用者用貸しストレージ 

・ 利用料金は、市内の他施設との公平性確保の観点から、「日野市手数料、使用料等の設定に関する
ガイドライン」に基づき利用料金を算定します。 

・ 相互利用促進の観点から、複合施設共用貸室の料金体系は、生活・保健センターの料金体系に合
わせることを基本とします。 

・ 現在の利用者に不利益を生じない、かつ公平性に配慮した減免制度を検討します。 
・ 複合施設共用貸室には営利利用を想定した使用料の割増規定（2～3 倍）を設けることを検討し

ます（生活・保健センターも同等）。 
・ 利用者用貸しストレージは、利用団体等が備品等を保管することができ、月単位、または年単位

で利用料金を徴収します。 
・ 日野宿交流館（展示）は無料とします。 
・ 敷地 A複合施設に設置される一時預かり室（保育室）は、利用料を徴収します。 
・ 駐車場については有料とします。ただし、施設利用者に対して、利用時間に応じた減免措置を

行います。  
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2. 管理運営体制 

（1） 管理・運営の主体について 

① 施設の所管について 
・ 集約拠点Ⅰに整備される新複合施設（敷地 A 複合施設／敷地 B 複合施設及び駐車場等となる

敷地 C）の財産（建物）は生涯学習支援課を所管とし、中央公民館の管理運営、及び施設全体
の管理に関する責任を負います。新複合施設内の日野図書館、ひの児童館、日野宿交流館は、
複合施設の一部を使用する形で所管し、それぞれ運営に関する責任を負います。 

・ 集約拠点Ⅱ内の施設については、これまで同様、日野第一小学校については教育委員会、生活・
保健センターについては地域協働課がそれぞれ所管します。 

② 施設の維持管理について 
・ 集約拠点Ⅰに整備される新複合施設（敷地 A複合施設、敷地 B複合施設及び駐車場等となる敷

地 C）は、民間事業者による一体的な維持管理を行っていくものとします。 
・ 集約拠点Ⅱにおいて改築する日野第一小学校及び既存の生活・保健センターについては、別途

市で導入を進めている、公共施設包括施設管理業務に含めることとし、市内の他施設との一体
管理を進めます。 

③ 集約拠点Ⅰ／Ⅱの運営 
・ 集約拠点Ⅰに整備される新複合施設のうち、日野図書館、ひの児童館、中央公民館、日野宿交

流館の各施設の運営については、これまで通り各所管課による運営とすることを前提にした上
で、共用貸室やオープンスペース等の複合施設の共用部分については、サービスの向上を目的
として民間活力を導入します。 

・ 生活・保健センターについては、施設の一部が貸館施設として提供されていますが、日野本町
地区の公共施設として一体的な運用とするため、貸館に関する一部の業務（予約の受付等）に
ついて、集約拠点Ⅰの共用部分を運営する民間事業者等に委託することを想定します。 

・ 日野第一小学校については、義務教育学校であることから、教職員による運営を行います。 
 

 

図 ４.1 新複合施設の所管・管理運営の考え方 
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（2） 全体マネジメント計画 

① 施設間の連携について 
・ 新複合施設全体を所管する生涯学習支援課のリーダーシップの下、共用部分を管理運営する民

間事業者の知見・ノウハウに基づく提案を受け、施設間の連携や各種調整・運営面での課題改
善に取り組みます。 

・ イベントの開催など、各施設が連携した取り組みを実施するため、集約拠点Ⅰの新複合施設及
び生活・保健センターの各所管課の職員、ならびに共用部分を管理運営する民間事業者による
定期的な会議を開催します。 

・ 施設内で実施される取り組みなどの情報を横断的に整理し、施設内の掲示板（サイネージ）に
掲示するほか、複合施設の専用ホームページを設置し、利用者への周知を図ります。 

② 利用者サービスについて 
・ 日野本町地区の貸室（中央公民館の貸室、共用貸室及び生活・保健センターの貸室）について

は、目的に応じた相互利用を図るため、予約システムを一本化し、窓口・電話・WEBといった
多様な予約方法をとります。 

・ 複合施設の専用ホームページにて、貸館予約を一体的に行えるシステムの構築を検討します。 
・ 集約拠点Ⅰの敷地 A複合施設内に設置される総合受付において、新複合施設及び生活・保健セ

ンターの利用全体に関する相談をワンストップで受け付けるサービスの導入を検討します。 
・ 複合施設の共用貸室について、利用の少ない夜間時間帯は、予約のない貸室を学生・生徒向け

の自習場所として開放するなど、室の柔軟な運用を行います。 
③ イベントの実施等について 
・ 公民館、図書館、児童館、日野宿交流館で開催されるイベント等において、連携したイベント

の開催を行います。また、これらのイベントの企画に共用部分を管理運営する民間事業者等が
協力することにより、より効果の高いイベントを開催します。 

・ また、共用部分を管理運営する民間事業者等が指定管理者の自主事業として各種イベントを開
催することを期待します。 

・ 毎年開催されるひの新選組まつり等では、敷地 Cをオープンスペースとして開放するなど、複
合施設全体を挙げて、まつりを盛り上げます。 
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第５章 事業手法 

1. 事業手法の基本的な考え方 

（1） 日野市 PPP/PFI手法導入優先的検討指針に基づく検討について 

本市においては、これまで整備してきた公共施設等の多くが整備後 30 年以上を経過して老朽化が進
んでおり、近い将来一斉に更新時期を迎え、市の財政に大きな負担となることが懸念されています。 
このため、「日野市公共施設等総合管理計画」（平成 29年（2017年）3月策定、令和 5年（2023年）

3月改訂）では、厳しい財政状況が続く中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めるため、
公共施設等の整備等にあたっては、PPP/PFI手法の導入を積極的に検討する必要性を示しています。 
また、国の「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」（平成 27 年（2015 年）12

月 15日民間資金等活用事業推進会議決定）に基づき、公共施設等の整備等に PPP/PFIの導入促進を図
るべく、人口 20 万人以上の地方公共団体においては、優先的検討規程を定め、これに従った運用を行
うことが求められてきたところです。 
そして、地方公共団体における PPP/PFIの更なる導入促進を図るべく、令和 3年（2021年）6月 18

日に開催された民間資金等活用事業推進会議において、「多様な PPP/PFI手法導入を優先的に検討する
ための指針」が改定され、人口 10 万人以上 20 万人未満の地方公共団体においても、優先的検討規程
を定め、これに従った運用を行うことが求められているところです。 
上記の背景を踏まえ、市では令和 6年（2024年）3月に、公共施設等の整備等に多様な PPP/PFI手

法を導入するための優先的検討指針を定めました。同指針では、優先的検討の対象とする事業として、
（１）民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業でか
つ事業費の総額が 10億円以上の公共施設整備事業（建設、製造又は改修を含むものに限る。）等と定め
ており、本事業は優先的検討の対象とする事業となっています。また、優先的検討の開始時期として、
「公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合 」「公共施設の集約化又は複
合化等を検討する場合」等と定めており、本基本計画において多様な PPP/PFI手法導入に関する検討を
行うものとします。 

 

（2） 官民の役割分担について 

これまでの検討に基づき、PPP/PFI手法を導入するにあたり、官民の役割分担（民間事業者に委ねる
内容）については、以下の考え方に基づき設定します。 

・ 第 4章の検討のとおり、中央公民館、日野図書館、ひの児童館、日野宿交流館、日野第一小学
校、生活・保健センターの各機能は、市の職員が直接運営（直営）とすること。 

・ 同様に、集約拠点Ⅰの複合施設（2棟）の維持管理、及び共用部（共用貸室、オープンスペー
ス等）の運営を民間事業者に委ねること。 

・ 複合施設のポイントとなる「オープンスペースの使い方」について、類似の複合施設の運営実
績・ノウハウを持つ事業者が設計に参加することで、より利便性の高い機能の提案が期待でき
ること。 

・ 公民館や生涯学習施設の運営実績・ノウハウを持つ事業者が設計に参加することで、専用諸室
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に利便性の高い設備や使いやすい間取りなどの提案が期待できること。 
・ 設計にメンテナンス業者の目線が加わることで、施設を清潔に保つための工夫や管理コストを

縮減することなど、施設整備から管理運営に至るトータルコストを最適化することで、サービ
スの向上を図りつつ、不要なコストを縮減することが期待できること。 

・ 施設整備や円滑なローリング（建替え）の実現のため、運営者の意向を踏まえた設計・工事を
行っていく必要があり、施設整備から管理運営までを一括発注するメリットがあること。 

 
以上を踏まえ、本事業の官民役割分担については以下の通りとし、同一の民間事業者（民間事業者の

コンソーシアム）に委ねることを前提とします。 

 
※複合施設は地方自治法に定める「公の施設」に該当するため、その管理運
営を行う民間事業者を「指定管理者」として指定します。 

 なお、生活・保健センターは業務の一部のみを民間事業者が担うため、一
部業務を委託する形態をとります。 

 
図 ５.1 官民役割分担の考え方 
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2. 想定する事業方式 

上記で整理した官民役割分担において該当する事業方式については、DBO（Design Build and 
Operate）方式または PFI（Private Finance Initiative）方式のいずれかが該当します。 
それぞれの比較について、以下に示します。 
 

表 ５.1 事業方式の比較 

事業方式 
DBO 

（Design Build and Operate） 
PFI 

（Private Finance Initiative） 

概要 

民間事業者は施設の整備・維持管理・運営
を一括して実施するが、施設整備に関する
初期投資の資金調達は公共が行うところが
PFIと異なる。 

民間資金を活用した公共施設整備を行う手
法をいう。民間事業者は施設整備に係る資
金調達を行った上、施設の整備・維持管理・
運営を一括して実施する方式。民間事業者
は初期投資分について、公共から支払われ
るサービス対価と、利用者から得られる利
用料金収入にて回収する。 

コストの縮減効果 ○ ○ 

財政負担の平準化効果 △～○※1 ○ 

維持管理・運営の視点
の設計への反映 

○ ○ 

リスク分担の最適化 ○ ○ 

民間事業者の事業参画
の関心※2 

○ △ 

財政負担の縮減効果
（VFM）※3 

○ △ 

総合評価 ○ △ 

※１：市の調達財源によって異なる ※２：本事業に関する民間事業者に対するサウンディング結果に基づく 
※３：別途実施している民間活力導入可能性調査において試算を実施して確認 

 
以上から、本事業に適すると考えられる有力な事業方式を DBO方式とします。 
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第６章 概算事業費 
本事業の複合施設整備の概算事業費は、以下の通りです。なお、この概算事業費は令和８年３月時点

の物価等に基づき概算されたもので、近年の建設物価の上昇等を踏まえ、適宜必要な見直し等を行って
いくものとします。 

 
表 ６.1 概算事業費 

種別 費用（税込） 備考 

●解体設計費 0.2億円 アスベスト調査費は含まない 

●解体工事費 2.8億円 飛散性アスベストがない想定での費用 

●設計費 4.6億円 
 

●建設工事費 50.9億円 
 

-敷地 A複合施設 29.9億円 
 

-敷地 B複合施設 20.6億円 
 

-敷地Ｃ外構 0.4億円 
 

●諸経費 0.1億円 建築確認申請手数料等 

●備品費 1.4億円 テーブル・椅子等の標準的な什器等 

計 60.0億円 
 

  ※概算事業費に含まれない費用 
   ・設計・建設・管理運営を行う民間事業者の募集・選定に必要な経費 

・アスベスト調査費及び飛散性アスベストが発見された場合の撤去費 
   ・土地に対する費用（登記事務手数料等） 
   ・施設整備に伴い必要となる負担金類（電気・水道等のインフラ） 
   ・専用システム及び機器類（警備システム，図書館システム等）の設置費 
   ・日野宿交流館の展示用備品費（展示ケース等） 

・日野宿交流館の展示物（説明パネル・サイネージ等）の購入・製作・設置費 
・図書館の書籍購入費 
・児童館内の運営備品類（書籍、おもちゃ等）の購入費 
・移転に係る経費（引越等） 
・仮移転が発生する場合の経費（引越、仮移転先の改修費等） 
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第７章 今後の予定 
 
令和 8年度（2026年度）及び令和 9 年度（2027年度）にかけて、本計画に基づき、設計・建設・

管理運営を行う民間事業者の募集・選定を実施し、令和 10年度（2028年度）以降に民間事業者により
施設設計・建設工事を一体的に進め、令和 14 年度（2032 年度）以降に敷地 A 複合施設の供用開始、
令和 15年度（2033年度）以降に敷地 B複合施設の供用開始を目指します。 
 

年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15～ 

民間事業者の募集・ 
選定 

        

施設の設計 
        

建設工事 
（解体・新設） 

        

敷地 A複合施設の 
運営 

        

敷地 B複合施設の 
供用 

        

※上記は想定イメージです。 
図 ７.1 今後の予定 

 

敷地 B複合施設 敷地 A複合施設 
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